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福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規
程 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ４ 年 10月 11日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ２ 号
福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 期 日
を 定 め る 規 程

福 島 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ３ 年 福 島 県 条 例
第 102号 ） の 施 行 期 日 は 、 令 和 ４ 年 10月 12日 と す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
令 和 ４ 年 10月 11日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ３ 号

福 島 県 病 院 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 組 織 規 程 （ 平 成 16年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 位 置 」 の 下 に 「 、 区 分 」 を 加 え る 。
別 表 第 １ を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）

名 称 位 置 区 分 内 部 組 織

福 島 県 立 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ 西 白 河 郡 矢 吹 町 病 院 事 務 部
ろ の 杜

診 療 部

───────────────────────────────────────────────────────────
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看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 立 宮 下 病 院 大 沼 郡 三 島 町 病 院 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 立 南 会 津 病 院 南 会 津 郡 南 会 津 町 病 院 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 立 大 野 病 院 双 葉 郡 大 熊 町 病 院

福 島 県 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 双 葉 郡 富 岡 町 セ ン タ ー

福 島 県 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 附 属 病 院 双 葉 郡 富 岡 町 病 院 事 務 部

診 療 部

看 護 部

薬 剤 部

福 島 県 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 附 属 ふ た 双 葉 郡 葉 町 診 療 所
ば 復 興 診 療 所

附 則
こ の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 10月 12日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
令 和 ４ 年 10月 11日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ４ 号

福 島 県 病 院 局 処 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 処 務 規 程 （ 平 成 16年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
第 14条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 中 「 福 島 県 立 矢 吹 病 院 矢 病 」 を 「 福 島 県 立 ふ く し ま 医 療 セ

ン タ ー こ こ ろ の 杜 ふ 医 杜 」 に 改 め る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 10月 12日 か ら 施 行 す る 。
（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正
す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ４ 年 10月 11日
福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文

福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号
福 島 県 病 院 事 業 職 員 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 程 の

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一 部 を 改 正 す る 規 程

第 21条 第 １ 項 第 ５ 号 、 別 表 第 ５ ア の 表 ５ 級 の 項 及 び ６ 級 の 項 、 別 表 第 ５ ウ の 表 ４ 級 の
項 並 び に 別 表 第 11の ５ か ら ７ ま で の 規 定 中 「 矢 吹 病 院 」 を 「 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ
ろ の 杜 」 に 改 め る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 10月 12日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
令 和 ４ 年 10月 11日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ６ 号

福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 16年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。
第 145条 の ５ 第 １ 号 、 別 表 第 １ 矢 吹 病 院 の 項 及 び 別 表 第 ２ 矢 吹 病 院 の 項 中 「 矢 吹 病 院 」

を 「 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜 」 に 改 め る 。
別 表 第 ５ の ２ の 表 株 式 会 社 東 邦 銀 行 矢 吹 支 店 の 項 中 「 福 島 県 立 矢 吹 病 院 」 を 「 福 島 県

立 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜 」 に 改 め る 。
様 式 第 ４ 号 （ そ の １ ） 附 表 （ そ の ３ ） 、 同 様 式 （ そ の ２ ） 附 表 （ そ の ３ ） 、 様 式 第 ５

号 （ そ の １ ） （ 給 与 以 外 ） 附 表 （ そ の ３ ） 及 び 同 様 式 （ そ の ２ ） （ 給 与 ） 附 表 （ そ の ３ ）
中 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 を 「 （ 病 院 ・ 診 療 所 代 表 者 名 ） 」 に 、 「 病 院 （ 診 療 所 ） 企 業 出
納 員 」 を 「 （ 病 院 ・ 診 療 所 名 ） 企 業 出 納 員 」 に 改 め る 。
様 式 第 33号 中 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 を 「 （ 病 院 ・ 診 療 所 代 表 者 名 ） 」 に 改 め る 。
様 式 第 34号 、 様 式 第 36号 及 び 様 式 第 37号 中 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 を 「 （ 病 院 ・ 診 療 所

代 表 者 名 ） 」 に 、 「 病 院 （ 診 療 所 ） 企 業 出 納 員 」 を 「 （ 病 院 ・ 診 療 所 名 ） 企 業 出 納 員 」
に 改 め る 。
様 式 第 38号 か ら 様 式 第 40号 ま で 、 様 式 第 42号 、 様 式 第 43号 （ そ の ２ ） 、 同 様 式 （ そ の

３ ） 、 様 式 第 44号 、 様 式 第 45号 及 び 様 式 第 47号 中 「 病 院 （ 診 療 所 ） 」 を 「 （ 病 院 ・ 診 療
所 名 ） 」 に 改 め る 。
様 式 第 48号 中 「 病 院 （ 診 療 所 ） 長 」 を 「 （ 病 院 ・ 診 療 所 代 表 者 名 ） 」 に 改 め る 。
様 式 第 49号 、 様 式 第 50号 、 様 式 第 52号 及 び 様 式 第 53号 中 「 病 院 （ 診 療 所 ） 」 を 「 （ 病

院 ・ 診 療 所 名 ） 」 に 改 め る 。
様式 第 55号 か ら様 式 第 58号 ま で 、 様 式第 62号 、 様 式第 63号 及 び 様式 第 66号 中 「 病院 （診

療 所 ） 長 」 を 「 （ 病 院 ・ 診 療 所 代 表 者 名 ） 」 に 改 め る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 10月 12日 か ら 施 行 す る 。
（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 事 業 職 員 公 舎 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
令 和 ４ 年 10月 11日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ７ 号

福 島 県 病 院 事 業 職 員 公 舎 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程
福 島 県 病 院 事 業 職 員 公 舎 規 程 （ 平 成 16年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。
様 式 第 ２ 号 中 「 福 島 県 立 病 院 長 」 を 「 福 島 県 （ 立 ） （ 病 院 ・ 診 療 所 代 表 者 名 ） 」

に 改 め る 。
様 式 第 ３ 号 中 「 福 島 県 立 病 院 長 」 を 「 福 島 県 （ 立 ） （ 病 院 ・ 診 療 所 代 表 者

名 ） 」 に 改 め る 。
様 式 第 ４ 号 及 び 様 式 第 ６ 号 中 「 福 島 県 立 病 院 長 」 を 「 福 島 県 （ 立 ） （ 病 院 ・ 診

療 所 代 表 者 名 ） 」 に 改 め る 。
附 則

こ の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 10月 12日 か ら 施 行 す る 。
（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 の 標 準 的 な 職 及 び 職 員 の 標 準 職 務 遂 行 能 力 を 定 め る 規 程 の 一 部 を 改 正 す
る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令 和 ４ 年 10月 11日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ８ 号

福 島 県 病 院 局 の 標 準 的 な 職 及 び 職 員 の 標 準 職 務 遂 行 能 力 を 定 め る 規 程 の 一
部 を 改 正 す る 規 程

福 島 県 病 院 局 の 標 準 的 な 職 及 び 職 員 の 標 準 職 務 遂 行 能 力 を 定 め る 規 程 （ 平 成 28年 福 島
県 病 院 局 管 理 規 程 第 12号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
別 表 第 １ 中 「 矢 吹 、 南 会 津 病 院 事 務 部 事 務 長 」 を 「 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜

事 務 部 事 務 長 南 会 津 病 院 事 務 部 事 務 長 」 に 、 「 矢 吹 、 南 会 津 病 院 事 務 部 事 務 次 長 」 を
「 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜 事 務 部 事 務 次 長 南 会 津 病 院 事 務 部 事 務 次 長 」 に 、
「 矢 吹 、 宮 下 、 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 附 属 病 院 薬 剤 部 長 」 を 「 ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ
ろ の 杜 薬 剤 部 長 宮 下 、 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 附 属 病 院 薬 剤 部 長 」 に 改 め る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 令 和 ４ 年 10月 12日 か ら 施 行 す る 。

（ 病 院 経 営 課 ）

福 島 県 病 院 局 告 示 第 ２ 号
公 印 を 次 の よ う に 新 調 し 、 令 和 ４ 年 10月 12日 そ の 使 用 を 開 始 す る 。
令 和 ４ 年 10月 11日

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 阿 部 正 文
職 印

番 号 公 印 の 名 称 印 影 公 印 管 理 者

福島県病院事業管理者印 福島県立ふくしま医療
４ （福島県立ふくしま医療 センターこころの杜院

センターこころの杜用） 長

福島県立ふくしま医療セ 福島県立ふくしま医療
８ ンターこころの杜病院長 センターこころの杜院

印 長

福島県企業出納員印（福 福島県立ふくしま医療
11 島県立ふくしま医療セン センターこころの杜の

ターこころの杜用） 福島県企業出納員

福島県企業出納員印（福
福島県立ふくしま医療

島県立ふくしま医療セン
12 センターこころの杜の

ターこころの杜直接収納
福島県企業出納員

用）

（ 病 院 経 営 課 ）
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